
手続きの発生の経緯について 

 

１ 内 容 

  防府市内を走る路線バスのうち、地域間幹線系統、すなわち防府市と他市をつなぐ路

線については、一定の要件のもと、国、県及び市の補助により、路線を維持していただ

いているところです。この補助申請にあたり、これまで県の協議会が①国庫補助申請及

び②事業評価を「生活交通確保維持改善計画」として定め、県協議会から国土交通省へ

関係書類を提出していました。 

しかし、令和２年１１月「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正によ

り、国庫補助申請及び事業評価について、毎年市の法定協議会で協議し、市の協議会か

ら国土交通省へ必要な書類を提出することが、事業者様が国庫補助を受ける条件となり

ました。 

①国庫補助申請については、令和６年６月から市の協議会で対応しており、②事業評

価については、今回が初めての対応になります。 

本議題の②事業評価の提出期限が、例年１月初旬までとなっておりますので、今後は、

この時期に協議させていただく流れとなります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

※なお、今回の協議会を経て事業評価を国土交通省へ提出したのちに国土交通省からの 

指摘事項が生じた場合の対応は、事務局にご一任いただきたく存じます。 
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